
慢性疲労症候群　1級の認定事例



国　民年金
厚生年金保険 診　断　書　[2液諾血霊の舶用〕

様式第120号の7

1級　認定事例

(71}ガナ) 氏名 ������������ｹ�ﾘﾉsC僖�"ﾙ?｢ﾓx鋹¥ｨｹ�xR�劔 

住所 �� 0 柳ﾆ���｡回oIOO区000付 

Q) 障害の原因 となった 傷病名 �,R�t��V�,ﾉJﾙ�iD霾�?ｨ自��#��3以靺�-i?ｩgｹ�ﾉzyf��怨24Vﾂ��劔*t 人 の額 *仲 立で て の畢 *; 裏書 たしT i-I; 

一社録で 覧慧蒜謡要語諾題22年4月13一.‡ヂ牢…, 立て 

伝)傷病の原因 又は誘因 傀�8t�葵)[ﾙ�ﾉD霾饅､ｨtIn�処,�+R�劔�叮��,�+R�

葛篭霧欝諾鵠若柳が治-る場合--給った田平成年月日霊慧 
含む.'かどうれ傷病細っていf;い場合..∴-..症状のよくなる見込有.蘇.㊨ 

⑧診断書作成医療機関 における初診時所見 劔?ｨ�ﾙ�hｨ�,倡���/�*ｸ+ﾘ+xﾘ)7�,ﾉ�9�xﾉ��8ｫJIDﾘｫJH貶濶~(ｫJH終:ｩ,唔�9�x,ﾈ�V�Hｭi��,唔$Y|ﾒ飃�:��ｹoX柮�

初診年月日 (官主は愈22年4月13日) 剴3ｨ,X.�+Y�8.�,ﾂ苒ﾈｶx,ﾈ屬�,ﾂ�凾ｫ)-. 症状を辞め､他覚的にも遷延化しrc微熱､頚部リンパ節腫脹､咽頒炎を搾める. 

㊨ 現在までの治療の内 劔[ﾙ�ﾃ#�D繹ﾈ靺�Jﾘ�+ZH��8*ｩ�ｨ路嶌+x.�+ﾘ-ⅹ[ﾙ�ﾃ#)D紿ﾈ��4Vi9h��>��怦/��8���8ｩo(��|8/���*�.�.���8*ｨ敢嶌+ZH�8ｴﾉV�kﾈ/�ｵ�.ﾘ.ｩ>�怦.h.�9b���i|8�(ｵﾆﾉD隴C�(栞ﾈ饉ﾘｼ���"�

純:-…三日(年月.日)} 

容､期間､経過､その 劍怦,���樓H�8ｴﾉ�i&c��こ至る.以後､ビタミンC､漢方薬を処方し通院加東を 凾｢ お # レヽ ヽJ__ 大 文 辛 の 潤 は Jd A 雨 れ 那 な い I ラ に 記 入 し て く だ さ い ○ 

他参考となる事項 劔U)��+x.�.�V��8,ﾘ自��ｩ�粳[ﾙ�ﾃ#9D�(ﾈ�*�.yV��8敢嶌-�+ﾘ-��ﾉk�,ﾈ�8���
癖に専念している.喜症度分糞妻ではPS9に相当する丘 

⑳現状の症状､その他 劍ﾘ)7�,ﾉ�98xﾉ��8ｫJH杭Ni┐霽儖x,延ｨﾞﾈ,X.�)�+X*ﾙ�ｨ路嶌+x.刋ｨﾞﾈﾎ9Ni┴ｫJI�ｨ路嶌+X+ﾘ�(���9�x,ﾈｽ旭�隴i���
参考となる事項 劔V�/�'�6H-�-�-ｨ�?ｨ栞��/�wh+R��磯jI?ﾉx�Iw�]b�(Y�h*h.�櫁�/��+ZH､��.�ﾚ)>�,��8ﾆX,X*�.停�

⑳ 計測 ･晋中豊R,) 剞g長体塵 147CIm 剏ｻ在39kg匝力至.;視力 幡儂�ﾞ��ｻ��2�

緯脚亭42k耳▲左:k雪 筈'(蓼,ﾙxxｮ�%ｹ�2�

鰍異常なし琵慧 剔{力レベルf長氏話者明埼在 櫨�E2�ﾈﾉu�)�vﾖﾔ��し右耳d一一% 

左耳dtIf% 

⑳一般状放区分表(平成23年11月5日)(該当するものを潜んでどれか一つを○でPIんでくださも㌔) 

ア無症状で托会所動ができ.制限を受けることなく､発病前と同等にふるまえるもの 

イ軽度の症状があり､内捧労蝕は制限を受けるが傘行､軽労働や頗黄はできるもの例えば､軽い家事､事務など 

ク歩行や身のまわりのことはできるが,時に少し介助が必要なこともあり､串労働はできないが.日中の50%以Lは超居しているもの 

エ身のまわりのある軽症のことはできるが､しばしば介助が必要で.日中の50%以上は耽昧しており､自力では屋外-の外出等がほぼ不吋総となったもの 

◎身のまわりq'こともできず,常に介助を必輩とし､終靴扱床を掛､らit渦動の範剛鳩おむねベッド柑辺に取らit弘の 

瞭書の状せ 

⑬血液.造血称呼成年月日現癌)/ 
l鯨は所見 (ア)■自覚1lf_状 疲労感(.B.有.着) 劔2血液検査成柵(平成年月日) 

(ア)末梢血統(イ)骨髄 

動作(無.育,昔) 劔赤血球×方′FLC,打抜細LX万/flo 

息切れ(無.有.著) 劔-モJ/ロビン湧疲g′de巨球/FLO 

先払(無.育.着) 劔-マトクリット%ー~非球% 

関鋳症状(無.甘.者) 劔白血球/FIC額位球% 

易感弛症(康t有.著) 劔鞭粒球/LLQt)ンパ球% 

(イ)他覚所見 劔均i球B柄的細施d/C,, 

リンパ妨腫脹(無.令.着) 劔リンパ球′d粁松球(G)赤芽球(F-)との比(G/冗) 

M血横向く点.育.箸) 劔病的細胞./【, 

紫斑(無一首.普) 劔血小板×万んC(PJ)出血擁向 

肝将(無..A-.著) 劔-網赤血o/仰山血時間(紘)分 

砕嘘く無.育.著) 劔血'.､出自ddCAPTT(基準旺桝抄 担,その他CRP卜腰当巨uHt触基準旺ド細f 
3櫛血の回教及び総出 何針Be (平成年月fl-平成年月) 

一l鵜飼図1.製剤掃経の回数及び長 岡粁ne (平成年月～平成年月fl) 劔6その他の所見 

5造血幹紺地 ･if(平成年月【り 抱く) 

本人の時津の程度及び状態に無関係な絹には記入する必弓削まありません｡ (無関除な桶は､斜鰍こより抹消してください｡ )
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㊥免疫機能辞書(平成年月日甥症)/ 

1検~査戚錬 �2身障症状等 

F蒜;詣TT｢些聖l単位1.牡..lL_空竺墜｣ lcD哨-パ可,vcf暮f一一 刧@柑l時脚以上の安貞>臥床を必要とするほどの免い捲怠感及び 
易疲労感が月に7日以上ある(.無) 

②痢蟻の進行のため.倖常時に比し10%以上の件解減少があ(育.無) 

(.qtln以f糾}-洞内以f.L'欄lT%.ljいて実態した連鎖する直近2円.I)tih克i吉果(_r 刧S月に7rー以卜の不定の発点く38℃以上)が2ケf)以上綻(育.顔) 
記入し苛E〝)網に托そij>rEj班を記入Lrく′二かt) 刧SlFに網以上の羅状ないし水様下何が7r似一二.a(育.無) 

舶加東fl蝉は 刧D川に2回以一二の頓吐あるいは30分以上のF;■;月に78(育.無) 

白血球敦/JLQ 刪ﾈI:ある 

-モグロビン放g′de 凵搏ｮ作や息苦しくなる続状が梅Elのフに川現すろく有f無) 

血小板敦ガ/LJC 僉抗HIV療法によるf]常JJf.緑が生じる副作用がある 

HlV-RN^血,tL′tL �(①～⑨の店状を除<)HIV療法を実施している畷創(育.無) 
(搬暖F1以前の1月間以上tt)開帝をIiいて実態した連打｢る港蘇2t可gJ振舞終泉を 刧G生鮮食料品の摂耳.比等のP常生清柄劫上の制限が必考である(LET.無) 

⑨l年以内にr7▲1カンジダ症.帯状癌仔.単純ヘルペスウイルス感青島Ei 

Gi組.尖かン如-.ム首の的見感はの既往がある(4{.汰-) 

@L◆軍的理由によI)抗HtV療法ができない状態である(はい.いいえ) 

3現在持続している別作 啌ﾙw�,ﾈ�8ｻSH4x485�7�h�,ﾉDHﾆ�,ﾉtﾉk3X��YﾉW9Eﾈ,�4x485俘y[亊8,ﾈ+ﾘ-��

ロ代柳異常ロT}ポアトロフィーロ即時薄口腎瞭第日村仲陣弁口仲.脊 ロその他(薬剤名.胆糸状沈及びqI作用の状挽) 刮譓浮ﾈくしてはF1蘇生蹄がほと んど不可偲な状榛である. 

〔〕有一無はい.いいえ 

言1,W芸芸vi,uA'D捌性.ア□C型.0(芸¢濫所見'州炎を弧てl.､る朋は必棚-てくださいJ 

枇嘆日脚判食道静細無.有的紬による､鳩帥こよる.その削り 
血清アルブミン~′dC肝硬変康.肴(代鰍生､非代掛生) 

AST(GOJ'つ肝細B 剳�燒ｳ.有 

ALT(6′PT)肝性EiM#_無.甘く1年以内に発症したことがある) 

プロトンビン%舷 剞�ｳ.育.着 出血無.育(l年以内に発tlfLたことがある) 

時延長抄消化管 
ビリルビン(※)tw/de(群ビリルビン任の暮-演をきたす薬剤の軽用無,育) 

⑱その他の簿書く平成23年日月5日現軽) 

1症状 �2検査戒律 

(1)自覚症状 �(1)血統.生化学鰻重 

高度の全身倦怠感.易疲労､軽微な労作でも馨しく避妊化する疲 労蔽.咽頭席､四肢冷感､リンパ節席､全身の満席及び関節膚､ 栃脱力､拍動性頭痛､熟む､下府､動拝､ふらつき等の身体症状. 思考力.集中力.記銘力の著しい低下､抑うつ気分等の精神症状､ 剞G馴脈Jl単位施設基準佳 

赤血球故方′一Le~一一一.一一一一一_二 

ヘモグロビンi*疫ddC¶ー-.一一一一_ー 

入哨歯難､浅限.中途覚韓の睡賦辞書を辞める. �-.7トクリ.yト% 
血77鵬蛋白g′dC､一一 

血捕アルブミン.尽′dC＼ー 

(2)他覚所見 相知､咽玩癌､頬払リンパ節腫脹を拝める. �(2)その他の検査絞坊 

一般臨床検査の異常なし 

3人工抱粒等 

(I)人T.恥門の連投無.有連投牛J7ロ;平成年月R(4)自己串尿の常時抱行無.育,:ilt成年F7日 

閉鎖年月Fl:平成中17日柊{年J)P:平成年J7日 

(2)尿路A:I-吏fft無.it'適枚年月日:平成咋7t=床大袋状態無.甘くカテーテル留欝:平成年月日) 

和一一宇月日 

(3)薪虜統進手術年月ロ:平成年月日(6)その他の事術無.育()平成年月日 

⑳ 現症時の日常生活活 動能力及び労触能力 (必ず狩人してください) 刋ｩk�W9Eﾂ��y]8,ﾈ+�,h,X.�櫁�/�xh��,冽h+R隴�?ｨ栞���8ﾉﾂ��

⑳ 予後 (必ず記入してください) 儻9k��

⑱ 鎌考 ��

L記のとおり.診断します.　　　　　　'ff･1度　23　年11月　5　日

病院又は診嫌所の名称　　0　　0　病　院　　　　　　　　　　診療担当科名　内科

所　　　在　　　地　　00市　00町　00　　　　　　　　　医師氏名　0　0　0　0　　　　　印



<慢性疲労症候群1線>

(付　記)

〇 ･本例は､初診日が｢平成22年4月1 3日｣であるので､障害認定日は1

年6月後の平成23年1 0月1 3日となる｡

この診断書の障害の状態は､平成23年1 1月5日現症のもので､障害認定

日以降3月以内の診断書であるので､障害認定日の障害の状感はこれで確認

できる｡

○　傷病は｢慢性疲労症候群｣であるので､ ⑫､ ⑯､ ⑯欄は必ず記載されてい

なければならない｡

■認　定

障害の程度は､休職し治療に専念していても､高度の全身倦怠感､易疲労､

軽微な労作でも著しく遷延化する疲労感､咽頭痛などの症状が強く続いており

終日臥床状態となっており､一般状態区分は｢鼻のまわりのこともできず､常

に介助を必要とし､終日就床を強いられ､活動の範囲がおおむねベッド周辺に

限られるもの｣となっている｡また､平成3年(平成7年一部改変)旧厚生省

研究班の重症度分類では､ PS9に相当することから､ ｢日常生活の用を弁ずる

ことを不能ならしめる程度のもの｣に該当すると認められるので､ 1級9号と

認定される｡



慢性疲労症候群　　2級の認定事例



@
国　民年金
揮生年金促険 診　断　書　[2液諾血霊の-〕

様式第120号の7

2線　認定事例

(フリガナ) 氏名 ������������ｹ�ﾘﾉsb驟3��ﾈ篷,�c#H鋹¥､�r顋r�劔 

住所 貿h�,ﾈ,ﾉdh盜+8ﾘfb�0 柳ﾆ���ololol00区000柑 

① 障事の原因 となった 佑病名 �,R��ﾘ�V�,ﾉJﾙ�i(i_ﾃﾈ･｣#)D繆ﾈ�#y?ｩgｹ�ﾈ,ﾉzxﾋ��iﾙ�ｹNi┴ｮ�Z��xﾆIViDi����#)D繆ﾈ�#x8ﾘｴx揶ｭ��劔卓1 人曲 の点 申掠 なで て線 の成 案蓋 誓書 ��

④傷病の原田 又は誘因 傀處yV乖)[ﾙ�ﾉD霾鞐ﾙ^�IOｩzｸ柮ﾂ�劔�6ｸ��ｸ,�+R�

篭鷲敷冠芳賀欝霜雷-治っている場合.---拍-た日平成年月日悪霊 含むe)*'t'うか〇､傷病が治つ-い場合.........症状のよくなる讐有.顔.- 

⑧診断書作成医務機関 における初診時所見 劍�ﾙ�W9u(,ﾈﾈ8+X*)Ni┴ｫI�ｩDﾘｽ�?y,�$Y|ﾘｫHｭi��,�:ｩ,儻9k�輊ﾖﾉ|ﾙ.�岑�(i|ﾘ,ﾉ.�岑,�,x,ﾈ��8*｢�

.初捗年月日 (沼ft⑳22軒7月27u) 劍*�.蟹�ﾈｦ��,�.��韋nD�ｮ��ｸ8･�987�ｴ�,ﾙ*8/�/ｨ-�+ﾒ��凵c多 さ1 

㊨ 現在までの治療の内 劍���9|98ﾈ/�轌;�+ZH7(5�7�98ﾝﾈ.(ﾕ)W8��o*Hﾕ(*H,(ﾘX,ﾉ����"ﾈｫ�ｹo(.)_｢�凭)Gﾘ巉ﾌﾈ自D隴C�(ﾕ:Hﾈ饉ﾘｼ���"�

鈍≡芸三日(年…' 
容､期間､経過､その 他参考となる事項 劍ｸH��|8.�m��-ﾘ.�.���8,ﾘ自��ｩ��,X*�.停�凾｢､､-/ お * い 太 文 辛 の 

重症度分頬では､PS8に相当する. 

⑳現状の症状､その他 参考となる事項 劍ﾈ8+X*)Ni┴ｫJH+�.�+8,�,x,ﾈ�+��,i:�ﾈ,ﾈ��8*ｩ��*(,H*(.停�

⑪ 計測 ･晋牢豊0,] 剞g長棒鹿 169ctn 剿Q67kg軌右;_…視力 �XﾚｨｩI$Y}i�2�

掩昧時58kg左;kg �*�亶)����2�

柵耶なし琵監 刹j力レベルI娘良雄有明線度 櫨�r�ﾈﾉu津ｷCvﾖﾔ��異常なし心耳dBL/ye 
Af耳dBI% 

⑩一般状倣区分裁く平成24年2月6日)解当するものを選んでどれか-.つを0で囲んでください.) 

ア無症状で社会所動ができ､制限を受けることなく.発病前と同等にふるまえるもの 

イ軽度の症状があり,肉体剰削ま制限を受けるが獅子､軽労助や座業はできるもの例えば.軽い家事､事績など 

ウ渉行や身のまわりのことはできるが､時に少し介助水払盤なこともあり.軽労働はできないが.日中の58%以上 劔�,ﾘｴ��ﾘ+X,H*(.�.�,ﾂ�

◎身のまわ')のある細のことはできるが､しばしば介助が雌で､口中の50%以トは鵬しており､紬では局外-の棚等がほぼ榊能となったもの 劔冉n は 記 入 派 れ が一 

オ身のまわりのこともできず.常に介助を必要とし､終日就任を強いられ､活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 

椿事の状態 

⑳血か進血券(平成年月日現症)/ 
l臨床所見 劔2血液検査成揺(平成牢月日) 

(ア)自覚症状 鎌労感(顔.育.響) 劔(7)末梢血統(イ)骨鴨 凾ﾈ い 

勤梓(無.育.著) 劔赤血球×万/FLC有按細X方/uC 凾� ラ に 

息切れ(無..F7-.着) 劔ヘモグロビン濃度g′dC巨球/d 

発熱(無.育.着) 劔-マトク7)ツト%井球% 刹L 入 

関節症状(無.有.着) 劔r1血球/FZe閉按球% 

易感地位(顔.育.著) 劔蘇投球/L'efJンパ煉L% 凾ｵ て く だ さ い ○ 

(イ)他党所見 劔恥球o病的紳地8/`, 

リンパ節腫脹(無.廿.箸) 劔リンパ球/pe野泣球(G)赤芽凍(E)との比(G/冗) 

出血細向く無.育.藩) 劔病的細胞一/{-, 

紫斑(無.有.普) 劔血小板X方/fLC(ウ)lh血械向 

肝招く無..tr.着) 劔飼赤血£''/(A,出血緒問(汰)分 

紳姥(無.育.著) 劔血'■賀自g/dCAPTT(基準は桝抄 

3輸血の同数及び終生 回朴nL (平tR年月日～平成年月l) 

i-,その他巨RPト塑『Ⅰ可細基準当鵬暮 

･l凝固内子製剤輸純の国鉄及び最 P1計れg (平成年n～平成年F7日) 劔6その他の所見 

5造血幹紺抱 ･有(平成年月日) 韻抱く) 

本人の時事の程度及び状態に無関係なWには記入する必要はあ,)ません｡ (無関係な柵は,斜線により抹消してください｡ )

(
お
顔
い
)
臨
床
所
見
等
は
.
診
療
録
に
進
づ
い
て
わ
か
る
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岡
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入
し
て
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だ
さ
い
｡



⑳免疫機能幹事(平成年月日現症)/ 
l検査成績 �2身体症状等 

蒜芯｢一一_旦聖l単位l.汁.fl申均蛙l �(訂川J時問以lこの安静臥柾を必要とするほどの免い陣食感及び 

cDLl惰性T少ンバ球放 締F�2�易疲労感が月に7日以1-_ある(.-.無) 
②病態の進行のため.終常時に比LlO%以1:の鮮鹿波少があく有.伝) 

(縄喋n以前,pJ増.511}上の刊三郎1-13いてJR態した指弾でる衷種別dLJ)持丘輯繁SI 刧B月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ケ月以上統卜tf.漢) 
記入し.､一番L.,n句トはそiTy平均班女a:入してくlニさい｣ 刧Glnに3回以1-_の泥状ないし水穣下痢が7日以上届く有.無) 

持書.qFl如-単位 刧D1日に2回以上の瑞吐あるいは30分以上のソ!Bに7rー(育.無) 

白血球数/pC 刪ﾈ上ある 

-モグロビン丑g′dC 刧E動作や息管しくなる症状が毎日の引こ出現する(有.無) 

血小板数万/yC 刧F杭HlV療法による日常生..緒が生じる副作用がある 

HlV-RNA鼓コと.-/eL 凵[①～⑨の症状を除く)lV療法を実軽している場創(育.無) 

⑧生鮮血相品の摂_比等の日常生緒活動上の制限がV.要である(育.顔) 

◎咋以吋こ一Iカンジグrl､帯状塘FS.単純-ルペスウイルス泰弘庄 

伝紙乱尖かン如-ム等の細見掛娘のeE托がある(育.顔) 

@的埋山によ軸如lV療法ができない状嬢である(はい.いいえ) 

3現在持続しているPJ作 冽�,ﾈ�8ｻSH4x485價ﾘ�,ﾈｯ�ﾘ,ﾉtﾉk3X��YﾉW9Eﾈ,�4x485俘y[傲x,ﾈ+ﾘ-��

ロ代封桝常Uリポアトロフィー口肝線審ロ管轄審ロ輪NJ韓吉日枠一杏 臼その他(薬剤名.摂鵜状況及び創作:mの状況) 刮譓浮ﾈくしては日常生新がほと んど不nT能な状態である○ 

〔〕有.無はい.いいえ 

言lヂ篭芸"WuA'D捌性.DYロC型.O(芸篭舶"{肝枇弧ている将帥脚凱てください6' 

損-脚琳托.食道静朗無_.育(内地による,Ⅹ鵬鰍こよる､その他(= 
血肺アルブミン7dC肝硬変無.育(代鮒生､射七鰍生) 

AST(GOア)肝細胞癌無.育 

^LT(6/fT)肝性別症無.育(咋以内に発症したことがある) 

孟折ンビン延芸抄諾化菅山悪霊:芸il諾内に発乱たことがある, 
･ビリ′レビン(※)tag/dQ(米ビリルビンはの上昇をきたす恭剤の使用無.育) 

⑳その他の枠書く平成24年2月6日現症) 

1症状 �2検査成績 

(1)白鷺症状 �(1)血液.J1=_化学検査 

高度の全身倦怠感､易疲労､軽度の労作でも著しく遷延化する療 労感､咽凍痛､陶腰部.四肢を中心とした紡績.肪不快感､頭痛､ 頭壬感等の身体症状､思考力､集中力､記銘力低下等の精神症状､ 入明歯払渡眠､中途鴬嬢､熟睡息の欠如､日中の眠気等の睡眠 剳f蒜一一一､讐判故施殻榊位 

赤血球赦ガ/LLQ一一..一一､_一一__ 

ヘモグロビン連夜g′dCー＼ 

樟害を柁める. �-マトクリット妙 
血綿棒鋸自g′dQー一丁-｢■k 

血清アルブミンddC一一■一一､一_～ 

(2)他覚所見 繊熱.頚部リンパ節腫脹を紹める. 凵�)その他の検奄成耕 

一般縞床検査異常なし 

3人r_練米等 

(0人Ji紅門の連投無.4{冶殻年月日:平成年月日(4)自己背反の常時施行無.有1:平lR年月日 

閉鎖年月fJ:平成年月日給T中J7日:平成年月日 

(2)尿路変疋術無.有追没年nP:平成卒J-t=-拭失巣状極東.省くカテーテル打殺:平成中Jlt]) 

閉鎖..np 

(3)新路枕逓7.-桁年月日:平成年月日(6)その他の平-術無.育()平戌年月日 

⑯ 現症時の日常生活活 動能力及び労働能力 (必ず記入してください) 傀9I(��栞*｣�5�ﾈ�,ﾃs�X*�.芥�8.�,ﾃ3�X.�*�.ｸ*H+h,Hﾛ�ｨ,X曁+(+ZH��┼W9Eﾈ,X*�.帝�磯jIw�]jI(Y�h*h,���

助は時々必要である.疲労感のr=め.入浴は逮2､3回しかできず.活動範囲は蔽ね自宅内に限局している. 

⑰ 予後 (必ず記入してください) 儻9k��

⑱ 併考 ��

上記のとおり,診断します｡　　　　　　平成　24　年　2　月　6　H

病院又は診療所の勿称　　○　　○　　病　院　　　　　　　　　　診療拘当科名　内科

所　　　在　　　地　　00市　00町　00　　　　　　　　　抵師氏名　0　0　0　0　　　　　印



<慢性疲労症候群　2級>

(付　記)

0　本例は､初診Elが｢平成22年7月27日｣であるので､障害認定白は1

年6月後の平成24年1月27日となる｡

この診断書の障害の状態は､平成24年2月6日現症のもので､障害認定

日以降3月以内の診断書であるので､障害認定日の障害の状態はこれで確認

できる｡

○　傷病は｢慢性疲労症候群｣であるので､ ⑫､ ⑯､ ⑯欄は必ず記載されてい

なければならない｡

暮認　定

障害の程度は､治療を行っても､高度の全身倦怠感や微熱､筋肉痛などの症

状が続いており､日中の大半は横になっていることが多く一般状態区分は｢身

のまわりのある程度のことはできるが､しばしば介助が必要で､日中の50%

以上は就床しており､自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの｣と

なっている｡また､平成3年(平成7年一部改変)旧厚生省研究班の重症度分

類では､ PS8に相当することから､ ｢日常生活が著しい制限を受けるか､又は

日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの｣に該当すると認

められるので､ 2級1 5号と認座される｡



慢性疲労症候群　　3級の認定事例



④
同　氏年金
厚生年金保険 診　断　書　[2液諾血霊の-〕

様式第120号の7

3級　認定事例

(フリガナ) 氏名 ������������ｹ�ﾘﾉsCr｣��ﾈ籐.ｈ譎�ｹ¥ｨｹ�xR�剪�

住所 �� 0回oHo ������ｾh�ｲv����

Q) 障書の原因 となった 備病名 ���,R�z9Ni┴�ﾏ8ﾅ���9Vhﾇﾈ�3#(�8�8�3#c���鞋蔚ﾉ�Y�<R�劔gｲﾒ��ﾈｽﾂ�,ﾈ���(h��zx,R�,B�ｩ餮��ｮﾅ譁ﾂ�ｳ｢�+ﾘ*ﾂ������

④妨病の原因 又は誘因 傀儼儼�靉9D霾�?｢ﾆﾈtITVbTﾂﾂ�刹T棚卜なし 

篭鷲お冠欝諾駕碧傷病が治っている場合.......-治った日平成年月日霊慧 含む○桝うか○傷跡治っていない場合.......-&状のよくなる見込有.無.㊨ 

⑧診断脊作成医療機関 における的診時所見 刪�ｪ癌抗癌慢性的な疲労感頭痛的前席微熱脱力思考力.集中力低下抑うつ意欲低下物忘れな 

初診年月日 (帽fl戯22年.2円28lり 凾ﾆを辞める｡ 劍�8･r�*"���*�����*"����[b����,ﾂ�y2�,ﾒ���ｴﾂ�?ﾂ�ｨ��ﾖ��*｢�,��*"�.b�8��,��ｴﾂ�?ﾂ�+R�,B�*ﾒ�,r�+2�*"��ｲ�

⑨ 現在までの治療の内 剏�ｸ細薬､漢方薬､ビタミン剤等の投与を行うも慢性的な疲労は義弘lてお 剞f療回教[年間12回､J川的1回 

劉;≡…三日(年…, 
容､期間､経過､その 凾隍一進一退の経過である. 

他参考となる事項 剌d症度分類では､PS5に相当する. 

⑩現状の症状､その他 剩譏J感､睡眠障害､耳鳴り､豊明､抗力.頭痛､物忘れ､思考力.集中力低下などの症状があり､日常生活に支障 
参考となる事項 凾�ｫたしている. 

⑬ ��y+x�MR��c66ﾒ�佗ﾈﾇﾈ鳧ﾇﾂ綛��｢ﾈﾉｸ耳�2ﾘ�ｨｩhｹ�|ﾒ�心眼持PR蟻正 

ぷ眼裸眼矯正 

叩成平月ll 測定 俟�ﾙY�H+YO凭ﾂ��)|ﾘ8ﾈ7�8ｸ自��+y�(尸k���jr�ノ応電 血雄[7mmHg 異常なし右耳dLSL′一一一% 

左耳dⅠ】l% 

⑫一般状他区分表(平成23年9月17日)鵬当するものを冶んでどれか一一.つを0で囲んでください亡) 

ア無症状で杜全桁数ができ､制限を受けることなく､発柄折と同等にふるまえるもの 

イ軽度の症状があり､内拝労助は制限を受けるが}歩行二軽労肋や座兼はできるもの糾えば､軽い家乳事績など ◎桝や身のまわりのことはできるが.時に少し介助が必%Eなこともあり､報労郷土できないが.岬の50%a上は起E.しているもの 

エ身のまわりのある経度のことはできるが､しばしば介助が必要で.日中の50%以上は就昧しており､自力やは垣外-の外出等がほぼ不f71能となったもの 

オ身のまわりのこともできず､常に介助を必要とし,終日政体を弘いられ､活動の範蛸がおおむねベッド周辺に限られるもの 

梓幸の状樽 

⑬血掛造血巻く平成年月日現症)/ 
l臨床所見 (ア)自覚症状 剴(ﾈﾈ幽ｫywｹ�ﾈｩ忠[ﾙ�ﾉD霾�?｢��

壌労感(磨.i7-.着) 剪�4�冓h錡ﾈﾈ唯�42�'ﾈ鈐�

動作(顔.lL7-.普) 劔�Hﾈﾉ�負iﾈ�ﾄ､ﾆR詛ﾈ�(ﾝx���4ｲ��2�

息切れ(無.育.着) 剪ﾘ8(4�8ﾘ7(99gh�x�ﾆD8ｹ�ｸR�ﾅ��

発勅(無.令.着) 劍7x7ﾘ6x4袮ﾘ686rYO�ｸRR�

閑蹄症状(伝.育.等) 剩fﾈﾈﾈｸR�ﾅ��)8ｨｸRR�

長盛鞄店(無..i)-.着) 劔xｩ8ｨｸR�88ｨ987�ｸRR�

(イ)他覚所見 劍鰒从Z�V�4俤ydR糘�8b�

リンパ節煉脹(無.育.著) 劍8ｨ987�ｸR�ﾄ9*�8ｨｸR�2��H皐ｸRС�,h,ﾉNBв�,r��

tl1血横向く無.甘.番) 劔V�4俤yd2糘"�

紫践(無.有.著) 劍ﾈﾈ揵L(��4ｸ�ﾄdﾅ��4R偬�ﾉ,(ﾏﾂ�

肝臆(無.育.著) 劍ｾ��Hﾈﾈｼｪ��ﾉNB�ﾈﾈ鳧ﾞR閲8*兒｢�

伸ば(顔.令.普) 劍ﾈﾈ�&�I&x�ﾆE���EH,ﾘ��,ﾙi�淏�

3輸血の回教及び総出 回朴■嘘 (平成年J7n～平成年T)) 

･-そ-JcftJ,ド至当lLDH上空脚任暮検艶｣ 

一l凝固閃7.製剤輸虻の回数及び並 河朴l嘘 (平成やJ7-平成年月日) 剴h+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ�ﾊ��

5位血幹者耶包 t有(平戌年f)EH '() 

本人の砕害の軽度及び状態に無関係な恥こは記入する必要はありません｡ (無関係な桶は､斜掛こよY)抹消してください｡ )

(
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顧
い
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床
所
見
等
は
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｡



⑯免疫擁能時事(平成年月日現症)/ 

l検査成績 �2身捧症状等 

r也書舶険融暮申taf.n.fL_空王竺墜｣ 刧@1Pl時間以上の安辞臥味を必要とするほどの軌､胎食感及び 

CD4時性Tリンパ疎放 碇ﾆ乏�易疲労感が月に7一一以1-_あるし.無) 
②病者の進行のたれ陸常時に化しlO%以.I-_の体!T(減少があく有.氏) 

記入し浄tI-rJ)矧こけそ,f}T.均虻を記入してくTJきい三I 凵搆獅ﾉ7日以上の不在の光点(38℃以上)が2ケ月以上綻(育.捷) 

◎lPに3回以上の泥状ないし水様下痢が7日以(..A:(育.無) 

h相.-flA=Jlqtltt 刧E1日に2同以上の堪吐あるいは38分以上の一明に7口(甘.無) 

白血球敦hLC 刪ﾈ上ある 

-モグロビン丑g′de 刧E動作や息苦しくなる症状が毎日のつにul現する(有.無) 

血小板数万ん9 刧F抗川Ⅴ虎睦による日常fl-:-侍が生じる刑作用がある 

HlV⊥RNAせつと'-/tL �(①-◎の総状を除くIHlV療法を'R抵している将創(育.無) 
(耗喋rI以がlのヰ革相似1二の箪I脚をわいrlJS靭LたimJI?Tる琵ili2LrTBJJ7根左桔栗を 僉生鮮た糾品の摂好'r止等の日常生痛掃釣上の制腿が必華である(Lff.無) 

⑨1年以内にn_カンジダ駄帯状膚痔.単純へIL.ベスウイルス薮痕珪 

転!L良性I.尖重コンジthム等のtI紙か良払城杜がある(.打.無) 

@千的樺山によl)抗HIV療法ができない状億である(はい.いいえ) 

3現在持続している酎官用の状況4エイズ発症の既経の有無5回復不能なエイズ合肝鑑のため 

ロ代iI偶常DlJポアトロフィーロ即時宮口腎梓'#ロ掃神経辛口伸.杏 ロその他(薬剤名､摂茄状況及び郎ーt;用の状況) 刮譓浮ﾈくしては日常生餌がほと んど不T.T能な状鰻である. 

〔〕有.無はい.いいえ 

6肝発の状況(□莱剤性.ロ13..□C型.ロその他tH(肝炎を発1..7:._している槻合は必ず記載してください,:) 

(1)検査所見(2)臨床所見 

鵬那蜘帽.食道紬癌康.有納経はる､X船影による､そQ)紘(H 
血清アルブミンdg肝硬変無.′t{(代附生､非代債権) 

AST(GOプつ肝細 剪n溝東.杏 

^LT(6/PT)肝性犀 �-J虚無.ir(咋以内に発症したことがある) 

孟折ンビン延芸抄諾把管諸芸:雷;咋芸内に軌たことが払, 
･ビt)ルビン(※)Eig/α(.Xビリルビン蜂のⅠ:拝をきたす弟対の虻用無.育) 

⑱その他の辞書(平成23年9月17El現症) 

l症状 �2検査成凍 

(i)自覚症状 �(I)血液./Ji化学検査 

激しい疲労感､托偉力低下.脱力､集中力低下､種眠障害､物 忘れ､耳鳴り､微熱､筋肉痛､蓋明､規痛を椅める. 剩封�ｯ那純施投基準位 

赤血球故ガhJC＼ 
ヘモグロビン浪度g′dC一一一一一___ー_ 

ヘマトクリット% 

血統紐蛍由g′dC~一一一一一一_ー 

血清アルブミンg′dQ＼ 

(2)他覚所見 頚部リンパ節の腫大(軽度の圧癌あり) �(2)その他の検査疲横 

一般検査上､特記すべき所見なし 

3人工膜辞等 

(I)人工批門の造殻妹.甘遊牧年月n:平成年月日(4)(]己等族の常時施行無.育.:平成年月Ff 

f'P鎖牛nR:平成年月日終√年月日:平成年J7日. 

(2)拭綿密文術無.有連投年月f]:平成年nノL=尿失禁状態凍..ff(カテーテル筋敵平成年月日) 

m-上申月日 價 

(3)新梯枕造.7-.桁年月fl:可城中月日(6)その他の手折無.育()平成年月日 

⑳ 現在時のEl常生活活 動能力及び労触能力 (必ず記入してください) 佇8+X*(ｵﾙ�Y4�,丑i┴ｫH,ﾈ+ﾘ-���檠�h��,倡���/�*ｸ+ﾘ+X,H*(.弍s��ﾙ�hｨ�,�,(*(,H,ﾚH櫁�,�+X,Y�x,ﾈ��.�,ﾈ+�,h,ﾒ�

可能である.軽作業は可能であるが.遇に数日は休息が必要である. 

⑳ 予後 (必ず記入してください) 儻9k��

lfL) 備考 ��

上記のとおり､診断します｡　　　　　　平成　23　年　9　月17　Fl

病院又は診療所の名称　　0　0　病　統　　　　　　　　　診凍担当科9,内科

所　　　在　　　地　　00市　00町　00　　　　　　　　　医師氏糸　0　0　0　0　　　　　印



<慢性疲労症候群　3級>

(付　記)

〇　本例は､初診日が｢平成22年2月28日｣であるので､障害認定日は1

年6月後の平成23年8月28日となる｡

この診断書の障害の状態は､平成23年9月1 7日現症のもので､障害認

定日以降3月以内の診断書であるので､障害認定日の障害の状態はこれで確

認できる｡

○　傷病は｢慢性疲労症候群｣であるので､ ⑫､ ⑱､ ⑯欄は必ず記載されてい

なければならないC

■認　定

障害の程度は､治療を行っても､激しい疲労感､記憶力低下､脱力､微熱､

頚部リンパ節の腫大などの症状が続き､軽作業は可能であるが､週に数日は休

息が必要とされており､一般状態区分は｢歩行や鼻のまわりのことはできるが､

時に少し介助が必要なこともあり､軽労働はできないが､日中の50%以上は

起居しているもの｣となっている｡また､平成3年(平成7年一部改変)旧厚

生省研究班の重症度分類では､ P S 5に相当することから､ ｢労働が著しい制限

を受けるか､又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残

すもの｣に該当すると認められるので､ 3級1 2号と認定される｡


